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平成26年度予算見積調書(9月補正予算)

B5

課室名:課室名:こども安全課

内線:内線:3331

事業名

事 業
期 間

根 拠
法 令

昭和38年度～

会計 款 項 目

一般会
計

児童福
祉費

民生費 児童福祉施設
費

説明事業

児童福祉施設整備助成費

戦略項目

担当名:担当名:養護担当

児童福祉法第５６条の２、次世代育成支援対策推進法第１１条

、次世代育成支援対策施設整備交付金交付要綱（国） 010102　児童虐待防止対策の充実

予算額

決定額 20,85020,850

現計額 225,299225,299

13,90013,900

150,199150,199

7,0007,000

75,00075,000

△50△50

100100

246,149246,149

補正後の
予算額

財　　源　　内　　訳

国庫支出金 県債
一般財源

番号

児童福祉施設整備助成費

１　事業の概要

　児童福祉施設の耐震化・小規模ユニット化等を推進す

るため、社会福祉法人に対し、施設整備補助金を交付す

る。

補正の理由

　補助基準単価改定に伴う補助額増額

（１）児童福祉施設整備助成費　　20,850千円

２　事業主体及び負担区分

　　定額

３　地方財政措置の状況

　　なし

４　事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員

　　9,500千円×1人＝9,500千円

５　事業説明
（１）目　的：　虐待等により家庭での養育が困難な児童に養育の場を提供するため児童福祉施設を確保する。

（２）必要性：　当課所管施設等で耐震化に対応できていない施設等は10.9％（平成25年10月1日現在）となっている。
　　　　　　　入所児童等の居住環境の安全・安心を確保するために、対応できる施設等から順次、整備を進める必要が
　　　　　　　ある。
　　　　　　　　また、児童養護施設・乳児院においては、措置児童のうち、被虐待児等処遇困難児の入所が６割程度を
　　　　　　　占めている。そうした児童に対し、よりきめ細かな処遇を実施するため、各施設において家庭的な小規模
　　　　　　　ユニット化を推進する必要がある。

（３）効　果：　要保護児童に「安心・安全」な養育の場を提供するとともに、児童の処遇向上を図ることができる。
　　　　　　　　平成21年度　　決算： 86,838千円　　整備施設：埼玉育児院　（進捗率　60%）
　　　　　　　　平成22年度　　決算： 63,700千円　　整備施設：埼玉育児院　（進捗率　40%）
　　　　　　　　平成23年度　　決算： 70,209千円　　整備施設：子供の町　　（進捗率　40%）
　　　　　　　　平成24年度　　決算：305,739千円　　整備施設：子供の町　　（進捗率　60%）
                                                             ケヤキホーム（進捗率　30%）

                                                             むつみ荘　　（進捗率　40%）
                                                             康保会玉淀園（進捗率　30%）

                                                             シャローム　（進捗率 100%）

（４）事業計画（目標、達成水準、今後の計画等）
　　　　　　　　平成26年度　　ケヤキホーム（Ａ棟）改築（進捗率　 60%）
　　　　　　　　　　　　　　　とちの実の郷　　　　改築（進捗率　 50%）

（５）増額理由　平成26年度予算成立後に、国庫交付金基礎単価が増額改定されたもの。

(単位：千円)

分野施策


